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議案第１号 

 

君津市清和地域拠点複合施設の設置及び管理に関する条例の制定について 

 

 君津市清和地域拠点複合施設の設置及び管理に関する条例を別紙のとおり制定するもの

とする。 

 

令和５年８月１０日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

君津市清和地域拠点複合施設を設置するため、新たに条例を制定しようとするものであ

る。 



- 3 - 

君津市条例第  号 

 

   君津市清和地域拠点複合施設の設置及び管理に関する条例 

 

目次 

 第１章 総則（第１条―第５条） 

 第２章 君津市清和地域活性化センター（第６条―第１８条） 

 第３章 雑則（第１９条） 

 附則 

 

   第１章 総則 

 （設置） 

第１条 本市は、清和地域の特色ある文化や資源を活かしながら、地域住民の自主的な活

動及び多様な交流の推進を図ることにより、地域住民相互の協力と支え合いに基づく地

域活性化及び住民福祉の増進に寄与し、持続可能な地域づくりを推進するため、君津市

清和地域拠点複合施設（以下「清和地域拠点複合施設」という。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 清和地域拠点複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 君津市清和地域拠点複合施設 

 位置 君津市西粟倉３６番地 

 （施設の構成） 

第３条 清和地域拠点複合施設は、次に掲げる施設（以下「個別施設」という。）をもっ

て構成する。 

 (1) 清和地域市民センター（君津市市民センター設置条例（令和５年君津市条例第３号）

別表に規定する清和地域市民センターをいう。） 

 (2) 君津市清和地域活性化センター（第６条に規定する君津市清和地域活性化センター

をいう。） 

 (3) 君津市清和公民館（君津市公民館の設置及び管理に関する条例（昭和４５年君津市

条例第４９号）第３条の表に規定する君津市清和公民館をいう。） 

 （個別施設の連携） 



- 4 - 

第４条 清和地域拠点複合施設は、第１条に規定する設置の目的を効果的に達成するため、

個別施設の事業及び事務を相互に連携することにより、地域住民の利便性の向上及び相

乗的な効果の促進を図るものとする。 

 （管理） 

第５条 個別施設の管理については、第３条各号に規定する個別施設の条例及びその条例

に基づく規則の定めるところによるものとする。 

２ 清和地域拠点複合施設の管理については、清和地域市民センターが主体となり個別施

設相互に調整して行うものとする。 

   第２章 君津市清和地域活性化センター 

 （設置） 

第６条 本市は、清和地域の関係人口の創出及び拡大並びに地域活性化に資するため、君

津市清和地域活性化センター（以下「地域活性化センター」という。）を設置する。 

 （事業） 

第７条 地域活性化センターは、次に掲げる事業を行う。 

 (1) 清和地域が抱える課題にきめ細かく対応していくために必要な事業 

 (2) 清和地域の関係人口の創出及び拡大に繋がる事業 

 (3) 清和地域の地域活性化に繋がる事業 

 (4) 情報通信技術を活用した多様な働き方の推進に関する事業 

 (5) 清和地域の特性を活かした起業の支援に関する事業 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、前条の設置の目的を達成するために必要な事業 

 （開館時間） 

第８条 地域活性化センターの開館時間は、午前９時から午後１０時までとする。ただし、

日曜日の閉館時刻は午後５時とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、開館時間を変更するこ

とができる。 

 （休館日） 

第９条 地域活性化センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は必要

があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。 

 (1) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 (2) １２月２８日から翌年の１月４日まで 
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 （使用の許可等） 

第１０条 地域活性化センターの施設及び附帯設備（以下「施設等」という。）を使用し

ようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変

更しようとするときも、同様とする。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。 

 (1) 使用により公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

 (2) 使用により地域活性化センターの施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。 

 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団（第１４条第４号において「暴力団」という。）の利益にな

るとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、地域活性化センターの管理上支障があると認めるとき。 

３ 市長は、使用の許可に際し、地域活性化センターの管理上必要な条件を付することが

できる。 

 （使用料） 

第１１条 前条第１項の規定による使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、

別表に定める使用料を納付しなければならない。 

 （使用料の減免） 

第１２条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又

は免除することができる。 

 （使用料の還付） 

第１３条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めに帰

さない理由により地域活性化センターの施設等を使用できないとき又は市長が相当の理

由があると認めるときは、この限りでない。 

 （使用の許可の取消し等） 

第１４条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は

使用を停止させ、若しくは制限することができる。 

 (1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

 (2) 使用者が第１０条第３項の規定により付された条件に違反したとき。 

 (3) 使用者が虚偽の申請その他不正な手段により、使用の許可を受けたことが明らかに

なったとき。 
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 (4) 暴力団の利益になるとき。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、地域活性化センターの管理上支障があると認めるとき。 

 （意見聴取） 

第１５条 市長は、第１０条第２項第３号又は前条第４号に該当するかどうかについて、

千葉県君津警察署長の意見を聴くことができる。 

 （譲渡等の禁止） 

第１６条 使用者は、地域活性化センターの施設等を使用する権利を他人に譲渡し、又は

転貸してはならない。 

 （原状回復） 

第１７条 使用者は、その使用が終わったとき又は第１４条の規定により使用の許可を取

り消されたときは、直ちに使用した地域活性化センターの施設等を原状に回復しなけれ

ばならない。 

 （損害賠償） 

第１８条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、地域活性化センターの施設等を

破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償し

なければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限り

でない。 

   第３章 雑則 

 （委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施

行する。 

 （準備行為） 

２ 個別施設に係る使用の申請、許可その他この条例の施行のために必要な準備行為は、

この条例の施行の日前においても行うことができる。 

 （君津市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

３ 君津市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第３条の表中「君津市西粟倉５７番地」を「君津市西粟倉３６番地」に改める。 
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  別表第１君津市清和公民館の項を次のように改める。 

君津市清

和公民館 

体育館 ３，７５０円 ５，０００円 ５，３８０円 １０，９４０円

会議室１ １，３２０円 １，７６０円 １，８９０円 ３，８５０円

 会議室２ ４８０円 ６４０円 ６９０円 １，４００円

会議室３ ９９０円 １，３２０円 １，４２０円 ２，８９０円

和室 ４８０円 ６４０円 ６９０円 １，４００円

多目的室 ９９０円 １，３２０円 １，４２０円 ２，８９０円

音楽研修室 １，３２０円 １，７６０円 １，８９０円 ３，８５０円

工芸室 ４２０円 ５６０円 ６００円 １，２３０円

調理室 １，３２０円 １，７６０円 １，８９０円 ３，８５０円

 （君津市市民センター設置条例の一部改正） 

４ 君津市市民センター設置条例の一部を次のように改正する。 

  別表中「君津市西粟倉５７番地」を「君津市西粟倉３６番地」に改める。 

別表（第１１条） 

区分 使用料 

コワーキングスペース

（２部屋・各１６区画） 

専有する場合にあっては、１時間につき１部屋２，４００円 

専有しない場合にあっては、１時間につき１区画１５０円 

交流スペース １月につき５６，２５０円 

ワークスペース（３部

屋） 
１月につき１部屋５２，５００円 

備考 

 １ コワーキングスペースの使用時間については、１時間未満の端数があるときはこ

れを１時間とし、同日に連続して５時間を超えたときはこれを５時間として算定す

るものとする。 

 ２ 交流スペース及びワークスペースの使用期間に１月未満の端数があるときは、こ

れを１月として算定するものとする。 

 ３ 附帯設備の使用料は規則で定める額とする。 
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君津市清和地域拠点複合施設の設置及び管理に関する条例附則関係新旧対照表 

改正案 現 行 

＊附則第３項関係 君津市公民館の設置及び管理に関する条例  

（位置及び対象区域） （位置及び対象区域） 

第３条 市立公民館の位置及び対象区域（公民館の設置及び運営に関

する基準（平成１５年文部科学省告示第１１２号）第２条に規定す

る対象区域をいう。以下同じ。）は、それぞれ次表に掲げるところに

よる。 

第３条 市立公民館の位置及び対象区域（公民館の設置及び運営に関

する基準（平成１５年文部科学省告示第１１２号）第２条に規定す

る対象区域をいう。以下同じ。）は、それぞれ次表に掲げるところに

よる。 

名称 位置 対象区域 

省略 

君津市清和

公民館 

君津市西粟倉３６番地 西粟倉、清和市場、市宿、日渡根、

東猪原、西猪原、東粟倉、平田、植

畑、西日笠、鹿野山、東日笠、二入、

辻森、大岩、正木、奥米、宿原、怒

田沢、旅名、豊英旧倉沢、豊英旧奥

畑、東猪原・西猪原入会、東日笠・

東粟倉入会、市場・西粟倉・平田・

植畑・西日笠入会及び植畑外・四村

入会の区域 

省略 
 

名称 位置 対象区域 

省略 

君津市清和

公民館 

君津市西粟倉５７番地 西粟倉、清和市場、市宿、日渡根、

東猪原、西猪原、東粟倉、平田、植

畑、西日笠、鹿野山、東日笠、二入、

辻森、大岩、正木、奥米、宿原、怒

田沢、旅名、豊英旧倉沢、豊英旧奥

畑、東猪原・西猪原入会、東日笠・

東粟倉入会、市場・西粟倉・平田・

植畑・西日笠入会及び植畑外・四村

入会の区域 

省略 
 

別表第１（第１０条第１項） 別表第１（第１０条第１項） 

名称 区分 使用時間 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後９時

３０分まで 

午前９時か

ら午後９時

３０分まで 

省略 
 

名称 区分 使用時間 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後９時

３０分まで 

午前９時か

ら午後９時

３０分まで 

省略 
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君津市清

和公民館 

体育館 ３，７５０

円

５，０００

円

５，３８０

円

１０，９４

０円

会 議 室

１ 

１，３２０

円

１，７６０

円

１，８９０

円

３，８５０

円

会 議 室

２ 

４８０円 ６４０円 ６９０円 １，４００

円

会 議 室

３ 

９９０円 １，３２０

円

１，４２０

円

２，８９０

円

和室 ４８０円 ６４０円 ６９０円 １，４００

円

多 目 的

室 

９９０円 １，３２０

円

１，４２０

円

２，８９０

円

音 楽 研

修室 

１，３２０

円

１，７６０

円

１，８９０

円

３，８５０

円

工芸室 ４２０円 ５６０円 ６００円 １，２３０

円

調理室 １，３２０

円

１，７６０

円

１，８９０

円

３，８５０

円

  

 

 

 

 

省略 
 

君津市清

和公民館 

ホール ２，５９０

円

３，４５０

円

３，７７０

円

７，５６０

円

講義室 ８００円 １，０８０

円

１，１７０

円

２，３５０

円

第 １ 研

修室 

４８０円 ６４０円 ６９０円 １，４００

円

第 ２ 研

修室 

４８０円 ６４０円 ６９０円 １，４００

円

和室１ ４８０円 ６４０円 ６９０円 １，４００

円

和室２ ４８０円 ６４０円 ６９０円 １，４００

円

第 １ 会

議室 

１，２９０

円

１，７２０

円

１，８８０

円

３，７７０

円

第 ２ 会

議室 

４８０円 ６４０円 ６９０円 １，４００

円

和室３ ４８０円 ６４０円 ６９０円 １，４００

円

和室４ ４８０円 ６４０円 ６９０円 １，４００

円

調 理 実

習室 

１，２９０

円

１，７２０

円

１，８８０

円

３，７７０

円

省略 
 

  

＊附則第４項関係 君津市市民センター設置条例  

別表（第２条） 別表（第２条） 



 

-
 
3
 
- 

地域 名称 位置 所管区域 

省略 

清和 清和地域市民

センター 

君津市西粟倉

３６番地 

西粟倉、清和市場、市宿、日渡根、

東猪原、西猪原、東粟倉、平田、植

畑、西日笠、鹿野山、東日笠、二入、

辻森、大岩、正木、奥米、宿原、怒

田沢、旅名、豊英旧倉沢、豊英旧奥

畑、東猪原・西猪原入会、東日笠・

東粟倉入会、市場・西粟倉・平田・

植畑・西日笠入会及び植畑外・四村

入会の区域 

省略 
 

地域 名称 位置 所管区域 

省略 

清和 清和地域市民

センター 

君津市西粟倉

５７番地 

西粟倉、清和市場、市宿、日渡根、

東猪原、西猪原、東粟倉、平田、植

畑、西日笠、鹿野山、東日笠、二入、

辻森、大岩、正木、奥米、宿原、怒

田沢、旅名、豊英旧倉沢、豊英旧奥

畑、東猪原・西猪原入会、東日笠・

東粟倉入会、市場・西粟倉・平田・

植畑・西日笠入会及び植畑外・四村

入会の区域 

省略 
 

  

 


